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１．はじめに 

 

道路や道路施設の状況，交通量及び旅行速度等の調

査が，行政機関や民間等で行われている．それぞれの

調査は道路に任意の調査区間を設定して行われており，

その区間に統一性はない．同じ調査であっても，調査

年度毎に区間の設定方法を変更することがあり，年次

の異なるデータの比較・活用に際して，多大な労力を

費やすこともある．調査の中には路線毎や市区町村境

界で区間が分割されておらず，路線毎や市区町村毎等

の集計の労力が大きいこともある．また，平成 17 年

度までの道路交通センサスでは，調査単位区間が対象

道路同士の交差点で区切られない場合があり，区間相

互の接続情報も有していなかったことから，交差点に

着目した分析や道路ネットワークを活用した分析を効

率的に行うことが困難であった． 

筆者らは，これらの課題を解消すべく，普遍的で分

かりやすく，長期安定性に優れ，交通調査・分析のニ

ーズに適合し，データの更新も容易な「交通調査基本

区間標準」，並びにそれから一義的に生成される「基

本交差点標準」を提案している 1), 2)．提案した交通調

査基本区間標準は，平成２２年度道路交通センサス一

般交通量調査に適用された．本稿では，調査により得

られた交通量，旅行速度，道路状況のデータを用いた

分析等の活用事例を紹介する．  

 

２．平成２２年度道路交通センサスへの適用等 

 

平成２２年度道路交通センサスにおいて，交通調査

基本区間を適用した内容及び調査結果の分析事例につ

いて述べる．  

（１）交通調査基本区間の初期設定 

交通調査基本区間は，下記１）及び２）の設定対象

路線に対して，平成２２年度道路交通センサスの一般

交通量調査の過程で初期設定を行った．その結果，全

国約１９万キロの幹線道路に対して，約９万区間の交

通調査基本区間（道路交通センサス実施時は，「新セ

ンサス区間」と呼称）を整備した．なお，一般交通量

調査の各調査（交通量調査，道路状況調査，旅行速度

調査）の単位となる区間（調査単位区間）は，交通調

査基本区間を集約して設定する事とし，各調査それぞ

れに適した区間を設定する事が出来た（図－１）．こ

の結果，交通量調査については約４万区間，旅行速度

調査については約７万区間，道路状況については約６

万区間に交通調査基本区間を集約して一般交通量調査

が実施された．  

なお，平成２２年度道路交通センサス一般交通量調

査結果は，平成２３年９月３０日に公表 3),4)されてお

り，箇所別基本表を始めとする全ての調査結果は，交

通調査基本区間を用いて整理・活用 5),6)されている． 

１）センサス対象路線 

抄録：全国の幹線道路における交通調査は調査区間を設定して行われるものの，調査の種類や年次

により区間設定の方法が異なることが多く，調査結果の相互利用や比較分析に多大な労力を要して

いる．また，従来の方法は，実務者が交通調査結果をネットワークレベルで分析したり，区間デー

タを効率的に更新したりするには適していなかった．そこで，これらの課題を解消すべく，普遍的

で分かりやすく，長期安定性に優れ，交通調査・分析のニーズに適合し，データの更新も容易な交

通調査基本区間標準，並びにそれから一義的に生成される基本交差点標準を提案した．交通調査基

本区間標準は，平成２２年度道路交通センサス一般交通量調査に適用しており，本論文では，調査

により得られた交通量，旅行速度，道路状況のデータを用いた分析等の活用事例を紹介する． 
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① 一般都道府県道（指定市の主要市道を含む．）

以上の道路 

② 指定市の一般市道の一部（原則 4 車線以上の

道路で，一般都道府県道以上の道路と同等の機

能を有する路線として，道路状況調査の対象に

選定した路線） 

２）センサス対象道路同士を接続する市区町村道 

③ 自動車専用道路の出入口（IC）とセンサス対象

路線を接続する市区町村道 

④ センサス対象路線とセンサス対象路線を接続

する市区町村道 

交通調査基本

区間番号

H17

センサス

区間番号

道路種別
路線

番号

区間

延長

(km)

12H交通量 旅行速度

道路状況

車線
数

沿道 ・・・

14301290410 1041 一般国道 129 0.7
1,171 ・・・

24.0 ・・・

2 DID ・・・14301290420 1041 一般国道 129 0.9 20.2 ・・・

14301290430 1042 一般国道 129 4.9

4,906 ・・・

21.7 ・・・

14301290440 1043 一般国道 129 2.0 34.5 ・・・ 4 DID ・・・

14301290450 1044 一般国道 129 1.2
31.3 ・・・

4 平地 ・・・

14301290460 1044 一般国道 129 1.0
4 平地 ・・・

14301290470 1044 一般国道 129 0.8 23.5 ・・・

・
・

起 点

県道６０７号

国道 １号

県道 ４４号

県道 ２２号

平塚厚木市境

県道６０１号

東名 厚木IC

終 点

交差路線等

（例）国道１２９号

図－１ 道路交通センサスにおける活用の概念図 

（２）一般車のプローブデータを活用した旅行速度調

査の高度化・効率化 

平成２２年度道路交通センサスの実施に併せて，全

国の幹線道路に設定した約 9万区間の交通調査基本区

間に対応する約 42 万区間のＤＲＭリンクとの関係を

「交通調査基本区間－ＤＲＭ区間対応テーブル」とし

て整備した．この「交通調査基本区間－ＤＲＭ区間対

応テーブル」を用いることで，カーナビゲーションシ

ステムから得られるＤＲＭ単位の旅行速度データ（プ

ローブデータ）を交通調査基本区間及び旅行速度調査

単位区間の上下方向別に集計した．この結果，平成２

２年度道路交通センサスにおいては，旅行速度調査の

調査・集計の労力及び費用を大幅に軽減することがで

きた．また，平成１７年度以前は実施されていなかっ

た，９時～１６時台の昼間８時間の旅行速度（非混雑

時旅行速度）や，７時～１８時台の昼間１２時間の旅

行速度の算出が可能となった． 

図－２には混雑時旅行速度と非混雑時旅行速度を算

出し，比較した結果を示す．  
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図－２ 混雑時旅行速度と非混雑時旅行速度の比較 

（３）路線単位の集計の効率化 

交通調査基本区間は，「No.11 主路線・従路線フラ

グ」を有するため，各種調査結果を，路線の起点から

終点まで一連の主路線の情報として整理することが出

来る． 

この路線単位の分析を用いれば，例えば，平成２２

年度道路交通センサスの非混雑時旅行速度を用いて，

国道 1号の上下方向別の所要時間を東京日本橋（起点）

から，大阪梅田（終点）まで整理した，道路時刻表を

作成することができる(図－３)．この場合，「No.27 

起点側の接続先交通調査基本区間番号」を用い，交差

道路の名称を検索して整理することも容易に行える． 
国道１号

下り方向 上り方向
東京都中央区からの 大阪市北区からの

距離 時間 距離 時間

0.0 0:00 0:01 中央区 0.2 0:01 546.9 20:03 一般国道４号

0.2 0:01 0:01 中央区 0.3 0:01 546.7 20:02 一般国道１５号

0.5 0:02 0:00 中央区 0.0 0:00 546.4 20:00 外濠環状線

0.5 0:02 0:01 千代田区 0.2 0:01 546.4 20:00 中央区・千代田区　境

0.7 0:04 0:00 千代田区 0.1 0:00 546.2 19:59 丸の内室町線

0.8 0:04 0:00 千代田区 0.2 0:00 546.1 19:59 丸の内室町線

1.0 0:05 0:01 千代田区 0.2 0:00 545.9 19:58 錦町有楽町線

1.2 0:06 0:00 千代田区 0.3 0:01 545.7 19:57 大手町湯島線

1.5 0:07 0:01 千代田区 0.4 0:01 545.4 19:56 皇居前東京停車場線

1.9 0:09 0:01 千代田区 0.4 0:01 545.0 19:55 皇居前鍛冶橋線

2.3 0:11 0:01 千代田区 0.4 0:01 544.6 19:53 日比谷豊洲埠頭東雲町線

2.7 0:12 0:00 千代田区 0.2 0:01 544.2 19:51 白山祝田田町線

2.9 0:12 0:00 千代田区 0.4 0:01 544.0 19:50 一般国道２０号

3.3 0:13 0:00 千代田区 0.2 0:00 543.6 19:49 中央官衙一七六号線

3.5 0:14 0:01 千代田区 0.3 0:01 543.4 19:48 中央官衙二四七号線

3.8 0:15 0:00 港区 0.0 0:00 543.1 19:47 千代田区・港区　境

3.8 0:15 0:03 港区 1.3 0:04 543.1 19:47 外濠環状線

港 環状 号線

市区町村名
区間
距離

起点側接続路線等所要
時間

所要
時間

 
546.5 20:17 0:00 北区 0.3 0:02 0.4 0:02 一般国道４２３号

546.8 20:17 0:00 北区 0.1 0:00 0.1 0:00 一般国道４２３号

546.9 20:18 0.0 0:00 一般国道２号（終点側接続路線等）  
図－３ 道路時刻表の作成例 

（４）結果の相互利用及び市区町村集計の例 

 道路交通センサスにおいては，交通量及び旅行速度

調査が実施されており交通調査単位区間にて結果が整

理されている．また，交通調査基本区間では「No.16 

市町村コード」を用い，市区町村単位で集計が容易で

ある事から，市区町村別の昼間 12 時間 CO2 排出量の算

定ができる． 

 

図－４ 道路延長 1km あたり市区町村別 CO2 排出量 

 凡 例 

5.00 以上 
2.00 ～ 5.00 
1.00 ～ 2.00 
0.50 ～ 1.00 
0.25 ～ 0.50 
0.25 未満 

（単位：ton-CO2/12h）

- 102 -



一方，交通調査基本区間は「No.22 区間延長」を用

い，道路延長を属性に持っている事から，市区町村別

の CO2 排出量をこれで除すことにより道路延長 1km あ

たりの市区町村別の昼間12時間CO2排出量の算出が容

易に算定できる（図－４）． 

（５）損失時間の算出の例 

 交通調査基本区間の活用事例として，茨城県下の国

道６号（千葉県境～福島県境の約130km）の損失時間の

試算例を以下に示す． 

 なお交通調査基本区間は，幹線道路同士の交差点で

分割されている事から，幹線道路同士の交差点の中か

ら渋滞の発生原因となっている交差点を抽出するため

の評価区間として活用が出来ると考えられる（図－５）． 

 実際に，３つの区間（平成１７道路交通センサス区

間，交通調査基本区間，ＤＲＭ区間）をそれぞれ評価

区間として比較したところ，平成１７道路交通センサ

ス区間に比べ，交通調査基本区間はボトルネックとな

る区間の速度低下を補足できている．また，DRM区間に

比べ，交通調査基本区間は交差点によるノイズ等を平

準化していることが分かる（図－６）． 

渋滞区間

基本区間（幹線道路同士の交差点間）

ボトルネックとなる交差点
（渋滞の発生原因）

幹線道路

 

図－５ 交通調査基本区間を用いた渋滞区間の評価 
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図－６ 各区間を評価の単位とした場合の旅行速度 

 次に，基本交差点データを用いて，交通調査基本区

間別上下方向別の損失時間を基本交差点に流入する方

向で足し合わせることで，交差点毎の損失時間を算出

した結果が，図－７である．主要渋滞ポイントとなっ

ている箇所は，交差点毎の損失時間が周辺に比べて大

きくなっていることが分かり，この結果は渋滞の程度

をよく表現できていると考える． 

次に，関東地方整備局管内の交通調査基本区間同士

の交差点を対象とした交差点単位の損失時間の面的な

分析例を示す（図－８）．容易に基本交差点単位の集計

を実施できることから，これまで労力を有した広域の

交差点単位の渋滞損失の集計が実施でき，また基本交

差点の座標の情報を用いることにより，地図への描画

が実施できることで，優先的に対策すべき渋滞個所を

効率的に抽出できると考えられる． 
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図－７ 交通調査基本区間と対応テーブルを用いて

算出した交差点毎の損失時間 

基本交差点渋滞損失時間 小 大

 

図－８ 交差点単位の損失時間の分析事例 

 

 上記の交差点単位の損失時間の面的な分析は，関東

地方整備局管内の2万区間を対象として実施しており，

これに要した時間は，9人時であった．これは，従来の

作業方法に要する時間1,900人時（過去の85区間の作業

時間から推定値）の約1/200であり，基本交差点の導入

により大幅な分析時間の短縮が見込まれることがわか

る． 

（６）最短経路探索の例 

関東地方整備局管内の交通調査基本区間（高速自動

車国道及び都市高速道路を除く）及び基本交差点デー

タを用いて幹線道路ネットワークのデータを作成し，

平成２２年度道路交通センサスの方向別の昼間非混雑

時の旅行速度を用いて，管内の１都８県の県庁所在地

間の最短所要時間となる経路の探索を実施し，地点間

の所要時間を整理した（表－１）．また，経路の一例と

して，群馬県庁から神奈川県庁への最短経路を図－９

に示す．比較的混雑する東京都心部を避け，東京郊外

を迂回する経路が選択されていることがわかる． 
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表－１ 県庁所在地の間の上下別所要時間 
O 

D 
群馬 

県 

埼玉 

県 

千葉 

県 

東京 

都 

神奈

川県

山梨 

県 

長野 

県 

茨城

県 

栃木

県 

群馬 

県
 2.5  4.0  3.5  4.0 3.3  3.0  3.6 2.5 

埼玉 

県
2.5   1.7  1.0  1.8 4.0  5.3  3.0 2.2 
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図－９ 群馬県庁→神奈川県庁の最短経路 

 

上記の最短経路探索は，関東地方整備局管内の2万区

間のネットワークデータを基に実施しており，ネット

ワークデータ作成を含めた全作業に要した時間は，10

人時であった．これは，従来の作業方法に要する時間

34～3,200人時（過去の1県又は1政令市の作業時間から

の推定値，34人時は事前にＤＲＭからのネットワーク

作成プログラムを有する場合，3,200人時はＧＩＳ等を

用いて手作業にてネットワークを作業する場合）の1/3

～1/300であり，基本交差点の導入により大幅な分析時

間の短縮が見込まれることがわかる． 

 

３．今後の活用 

 

前述のとおり，道路交通センサスの一般交通量調査

（道路構造，交通量，旅行速度）の調査結果が交通調

査基本区間を単位として整備された．また，平成２３

年度から実施している交通量や旅行速度の常時観測
7),8),9)においても，調査・収集・分析の単位として活

用されている．その他，平成１８年度より全国の幹線

道路等を対象に整備を行ってきた「道路の走りやすさ

マップデータ」も交通調査基本区間単位でデータを整

備済みである． 

このように，交通調査基本区間をプラットフォーム

とした各種データ整備が進んでおり，今後，交通調査

基本区間-DRM 対応テーブルを初めとする区間対応テ

ーブルを充実させることで，各種データの相互利用が

期待される．（図－１０）． 

区間対応テーブル

路線分析 交差点分析 ネットワーク分析

道路状況調査単位区間

交通量調査単位区間

旅行速度調査単位区間

DRM区間

H17センサス区間

道路状況データ

交通量データ

旅行速度データ等

プローブデータ等

道路の区間ID方式

H17センサス結果

その他区間

交通調査基本区間

基本交差点

各種データ

図-１０ 各分析における交通調査基本区間の有効性

 

４．おわりに 

 

 平成２２年度道路交通センサス一般交通量調査の過

程で全国の幹線道路約9万区間に対して整備した交通

調査基本区間及び交通調査基本区間に関連付けられた

各種調査結果を活用することにより，異なる調査結果

の相互利用，交差点単位の集計，ネットワーク分析等

が容易に実施できる事例等を示した．  

交通調査基本区間は今後，毎年度更新することとし

ている．データ更新が容易であることは，交通調査基

本区間の利点の一つである．データ更新の具体的方法

や体制については，別の機会に詳細に示す予定である． 
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